
                      平成１９年９月２９日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

防爆型配線器具 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、防爆ケースに通常の配線器具（例：漏電遮断器）を組み込んだもの

である。 

 

○構造、仕様、意匠 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な使用者、販売先 

工事事業者、造船所、エンジニアリング会社等 

 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、防爆型の配線器具となるものであり、電気用品安全法施行令におい

て防爆型の配線器具は、非対象となっている。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


